
山梨税務署からのお知らせ

 

【発行】〒405-8585 山梨市上神内川 738 

   山梨税務署 ℡0553-22-1411（代表） 

所得税及び復興特別所得税の予定納税（第１期分）の納税をお忘れなく 

 所得税及び復興特別所得税の予定納税（第１期分）の納期は令和２年７月 31 日(金)となって

います。 

○ 納付する額 

  予定納税が必要な方には、６月中旬に税務署から「令和元年分所得税及び復興特別所得税の予定

納税額の通知書」が送付されます。この通知書に記載された第１期分の金額が 7 月 31 日（金）ま

でに納税する額です。なお、予定納税額の計算の詳細は、この通知書に記載されています。 

○ 予定納税の減額申請 

  第１期分の予定納税の減額申請をする場合は、７月 1７日(金)までに「予定納税額の減額申請書」

に必要事項を記載した上、税務署に提出する必要があります。 

○ 納付（納付には、便利な振替納税をご利用ください） 

  振替納税を利用されている方は、７月 31 日(金)に指定金融機関の口座から引き落としとなりま

す。利用されていない方は、金融機関又は税務署の窓口にて納付してください。 

  なお、納付金額が 30 万円以下の場合には、送付されたバーコード付納付書を使用して、コンビ

ニエンスストアで納付することができます。 

問合せ 管理運営部門（内線 25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

申 告 期 限 を 延 長 す る 制 度 が あ り ま す 
( 法 人 ・ 個 人 す べ て の  方  が 対 象  ) 

○ パソコンやスマートフォンをお持ちの方であれば、マイナンバーカードや税務署

で発行するID・パスワードにより、自宅等からe-Taxを利用して申告できます。 
※ e-Taxをご利用いただけない場合には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作

成いただいた申告書をプリントアウトの上、郵送等で提出していただくことも可能です。 

○ 令和元年分の還付申告については、５年間申告することが可能 

 であり、令和６年12月31日まで申告することが可能です。 

※ （還付申告の例）  

・ 給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除（ふるさと納税等） 

・ 住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）により還付を受けられる方 等 

詳細については、『 国税庁ホームページ 』 をご覧ください。 

http://www.nta.go.jp 
国 税 庁 

４ 月 １７ 日 ( 金 )  以 降 の 面 接 相 談 は 

事 前 予 約 制 と な っ て お り ま す 。 
※まずは、お電話等にて予約をお願いいたします。 

※お越しになる際は、マスクの着用をお願いいたします。 

検 索 

令和２年 

6月号 

税務署へのお問い合わせは、左の代表番号にお
かけいただいた後、自動音声案内にしたがって
「2」（税務署）を選択して、交換手に内線番号を
お伝えください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ 徴収部門（内線３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 

納税の猶予をご利用ください 

 
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請す

ることにより納税が猶予されます。収入が概ね２割以上減少している方には、更に有利な特例があります。 

納税の猶予に『特例（特例猶予）』が創設されました。 

①延滞税なし   ②１年間猶予   ③無担保 

前号のつづき 

マイナンバーキャラクター 

マイナちゃん 

ｅ－Tax キャラクター 

イータ君 

 山梨ワイナリー協会って、
どんな団体なの？ 

 山梨ワイナリー協会はね、ワイナリーの

皆さんの緊密な連絡懇和と相互扶助の精神

に基づき酒類の円滑な納税を促進し、酒類

業の健全な進歩発展に寄与することを目的

としている団体なんだよ。 

○ 振替納税を利用されている方へ 

令和元年分の確定申告の振替納付日は、次表のとおりです。 

（令和 2 年 5 月１日から５月３１日までに山梨税務署へ申告した方） 

 5月１日から５月３１日までに提出の方 

令和元年分の所得税及び復興特別所得税 

の確定申告 
令和２年６月２5日（木） 

令和元年分の個人事業者の消費税及び 

地方消費税の確定申告 
令和２年６月２5日（木） 

※ 確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。 

令和２年分の路線価図等の公開予定日 

 令和２年分の路線価図等は、７月１日（水）午前1１時に国税庁ホームページにて公開される予定

です。公開初日から数日間は、アクセス集中により閲覧しにくい状態となることがありますので、あらか

じめご了承ください。 

 なお、路線価図等の見方等がわからない場合には税務署に電話していただき、自動音声に従って「１」

を選択してください（電話相談センターにつながります。）。 

問合せ 資産課税部門（内線４１） 


